
米政策改革の更なる推進

第２ステージ（19年産～21年産）

・地域の創意工夫 【産地づくり対策】
・豊作による過剰処理【集荷円滑化対策】
・米価下落対策【稲作所得基盤確保対策】

【担い手経営安定対策】

地域水田農業ビジョンの策定等を通じ、地域
の担い手を明確化

・担い手施策（品目横断的経営安定対策）
・産地づくり対策の見直し（担い手以外の米価下落対策を含
む）
・集荷円滑化対策の充実・強化

担い手育成・確保運動と連携し、地域水田農業ビジョンの高度
化等により、水田農業の構造改革を促進

販売実績を基礎とし、作る数量を配分する方
式へ転換

農業者・農業者団体が主体的に需給調整を行うシステムへ移
行
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第１ステージ（16年産～18年産）

品目横断的経営
安定対策と整合
性のとれた対策

１９年度以降の支援措置

需要に応じた米づくり、産地づくりの促進（産地づくり対策）
需要に応じた米づくり、産地づくりの促進（産地づくり対策）

・産地づくり交付金について、現行対策の基本的な仕組みは継続しつつ、地
域の判断による需要に応じた作物選択の徹底、合理的な土地利用、効率的
な営農体制の確立に向けた交付金の活用を促進

・新たな需給調整システムの下で、都道府県段階の判断により、意欲的な生
産調整の取組を促進する新需給調整システム定着交付金

・米の需要に応じた生産を誘導しつつ、担い手以外の米価下落対策、担い手
への集積、産地の需給改善の取組を支援する稲作構造改革促進交付金

豊作による過剰米の隔離（集荷円滑化対策）
豊作による過剰米の隔離（集荷円滑化対策）

・対策の加入促進、実効性の確保を図るための充実・強化
（対策への拠出を産地づくり対策の要件化、生産者拠出に基づく生産者支
援金の増額、無利子短期融資の対象の弾力化）

水田の飼料作物生産の振興（耕畜連携水田活用対策）
水田の飼料作物生産の振興（耕畜連携水田活用対策）

地域協議会等の体制強化（水田農業構造改革対策推進交付金）
地域協議会等の体制強化（水田農業構造改革対策推進交付金）
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・飼料自給率の向上に向け、水田における効果的な飼料生産振興を図るため、地
域の創意工夫を活かした飼料生産振興に直結する取組を支援

・地域協議会等が農業者団体等の主体的な取組の支援機能を十分に発揮するよう
体制を強化

担い手育成・確保総合対策のうち過去の生産実績がない案件等への対応
担い手育成・確保総合対策のうち過去の生産実績がない案件等への対応

・需要に応じた生産や経営革新の取組を伴いつつ、経営規模の拡大や生産調整の強
化への対応などを行う者に対し経営安定が可能となる水準の支援



① 国をはじめ、行政による生産目標数量の配分は行わないが、国による需要見通し等の需給に関する情報提供に基づき、農業者・農業者団体
が主体的に需給調整を実施

② ＪＡ等の生産調整方針作成者（方針作成者）がシステムの中核となり、地域協議会等から提供される情報等を基にＪＡ等の方針作成者自らの
生産目標数量を決定するとともに、当該ＪＡ等の生産調整方針に参加する農業者に対し、生産目標数量を配分

③ 地域協議会は、行政、関係機関及びＪＡ等の方針作成者の実効ある形での参画の下、方針作成者間の調整、配分の一般ルールの設定等に
より方針作成者の主体的な需給調整を支援し、地域全体の調整機関としての役割
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・ＪＡ等の方針作成者が実効ある形で参画
・ＪＡ等の方針作成者間の調整、担い手や自給的
農家の扱い等の配分の一般ルールを設定
・ビジョンの実現に向けた地域全体の調整機関と
しての役割を遂行

生産調整方針作成者の主体
的な需給調整を支援
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（ＪＡ等）
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① 国をはじめ、行政による生産目標数量の配分は行わないが、国による需要見通し等の需給に関する情報提供に基づき、農業者・農業者団体
が主体的に需給調整を実施

② ＪＡ等の生産調整方針作成者（方針作成者）がシステムの中核となり、地域協議会等から提供される情報等を基にＪＡ等の方針作成者自らの
生産目標数量を決定するとともに、当該ＪＡ等の生産調整方針に参加する農業者に対し、生産目標数量を配分
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過去の需要実績に
よる需要見通し
（１０割）

①豊作による過剰分
②過剰作付けに伴う需要見通しを上回る生産分
を全国の需給状況を勘案した上で、該当都道府県
ごとに控除

都道府県別の
需要量に関する情報

過去６年の需要実績のうち
最高値と最低値を控除した
中庸４年の平均（６中４）

【都道府県別の需要量に関する情報提供の基本的考え方】

○ 新たな需給調整システムの概要


